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はじめに

筆者は先に「賃借人の登場－近世後期におけるオラ

ンダ船脇荷貿易システムの改変とその実態－」（『洋学』

第 23 号、平成 28 年）を発表した。本拙稿においては、

出島商館職員や船員等の私貿易（脇荷貿易）関与・参

加が排除され、賃借人による独占的な脇荷貿易システ

ムに改変されたのが、天保 6 年（1835）であったこと

を明らかにし、あわせて、賃借人による同年の取引が

バタヴィアで政庁との間で結ばれた契約に基づいてお

こなわれていたことを具体的に考察・解明した。

その後発表した「近世後期における賃借人の脇荷貿

易について－天保 7 年 (1836) を事例として－」（『鶴

見大学紀要』第 55 号第 4 部、平成 30 年）・「江戸時代

後期における賃借人の脇荷貿易について－天保 8 年

(1837)・同 9 年 (1838) を事例として－」（『鶴見大学紀要』

第 56 号第 4 部、平成 31 年）においては、天保 6 年に

はじまった賃借人による脇荷貿易が翌天保 7 年、さら

に、同 8 年・同 9 年にどのように継続しておこなわれ

ていたのか、オランダ側・日本側両史料を検討し、そ

の実態を考察した。その結果、天保 7 年の脇荷貿易は、

前年度同様バタヴィアで賃借人と政庁との間で結ばれ

た契約に基づいておこなわれており、脇荷取引の売上

額の増加をみていたことが判明した。また、ウニコー

ルの持ち渡りにみられるように政庁側の取引（誂物取

引）の一部を担い、高率の収益が約束される取引を含

みはじめていたことが明らかになった。天保 8 年・同

9 年の脇荷貿易も、それぞれ前年の脇荷貿易を踏襲し、

賃借人とバタヴィア政庁との間で結ばれた契約に原則

として基づいておこなわれていたと考えられるが、天

保 9 年の場合は、脇荷物の仕入総額が 50,000 グルデン

を超えており、契約書第 4 条に反していた。さらに、

賃借権料に関して、両年共に契約書第 12 条で決められ

ている 35,000 グルデンは支払われず、脇荷貿易の損失

額に応じて減額されていることが判明した。また、両

年の脇荷物の中にも誂物（注文品）として使用するた

めのウニコールが持ち渡られていたことは特筆されよ

う。

賃借人の脇荷貿易について

―天保 10 年（1839）～同 14 年（1843）を事例として―

石田　千尋

本稿は、上記三点の拙稿に続くものとして、賃借人

による脇荷貿易が天保 10 年 (1839) ～同 14 年 (1843)
にどのように継続しておこなわれたのか、オランダ側・

日本側両史料を検討し、その実態を考察するものであ

る。

第 1章　天保 10 年（1839）の脇荷貿易

第 1節　脇荷貿易に関する契約書

天保 7 年（1836）～同 9 年（1838）の日本での脇荷

貿易の賃借人は、商人ヘーフェルスとファン ･ブラー

ム de kooplieden Gevers en van Braam であったが、天保

10 年（1839）からは、それまで賃借人の代理人であっ

たリスール C. Lissour に代わり、1 年間の契約が政庁

との間で結ばれた。1839 年度の取引に関する契約書

は、リスールと政庁の一部局である物産民間倉庫局長

との間で 1838 年 4 月 8 日に結ばれている。（1）従って、

この契約は、商人ヘーフェルスとファン ･ブラームを

賃借人とする 3 年目の脇荷貿易が始まる以前に結ばれ

ていたことになる。

本節では、1836 年～ 1838 年度用の契約書（2）（以下、

A 契約書もしくは（A）と記す）と 1839 年度用の契

約書（以下、B 契約書もしくは（B）と記す）を比較

検討し、B 契約書が A 契約書と比べてどのような点

が変更されているかに注目して考察していきたい。

表 1 は A 契約書と B 契約書を拙訳の上、比較対照

したものである。まず、各条文の要旨と共に、A 契約

書と B 契約書の相違点を簡潔に記していきたい。

（A）	第 1 条・（B）第 1 条：脇荷貿易（＝カンバン貿易）

の譲渡について。

（A）：	商人ヘーフェルスとファン ･ ブラームに

1836・1837・1838 年度の脇荷貿易を譲渡

する。

（B）：	リスールに 1839 年度（契約書では、「1839
年から 1840 年まで」と記す）の脇荷貿易

を譲渡する。

（A）	第 2 条・（B）第 2 条：賃借人の独占権について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 3 条・（B）第 3 条：賃借人（または代理人）



賃借人の脇荷貿易について

2

表 1　1836 年～ 1838 年度用契約書と 1839 年度用契約書の比較対照表
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の出航と帰帆の厳守について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 4 条・（B）第 4 条：脇荷貿易のための資金の

上限（50,000 グルデン）について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 5 条・（B）第 5 条：賃借人に対しての禁止事

項と罰則について。

（A）：	会社貿易品（＝本方貿易品）は、年に 1 ピ

コル賃借人が輸出できる貿易品であるウニ

コールを除いて、脇荷貿易品にはならない。

（B）：	会社貿易品（＝本方貿易品）は、脇荷貿易

品にはならない。

（A）	第 6 条・（B）第 6 条：賃借人（または代理人）

の日本での義務と、脇荷物にかかる日本とバタ

ヴィアでの税の支払いについて。

（A）・（B）：	 同内容であるが、(B) がより詳細に

規定されている。

（A）	第 7 条・（B）第 7 条：賃借人持ち渡り品の販売

方法について。

（A）：	持ち渡り品の  は脇荷取引、  は自由処分

になる。

（B）：	持ち渡り品は、長崎会所と交渉の上販売さ

れるが、商館長は、賃借人の利害を守る。

（A）	第 8 条・（B）第 8 条：賃借人（または代理人）

とその商品に対する航海中と日本滞在中での優遇

措置について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 9 条・（B）第 9 条：商館職員・船員の禁止事

項について。

	 （A）・（B）：同内容であるが、表記がやや異なる。

（A）	第 10 条・（B）第 10 条：賃借人（または代理人）

の日本での肩書きについて。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 11 条・（B）第 11 条：商館長と賃借人（また

は代理人）との関係について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 12 条・（B）第 12 条：賃借権料の支払いについて。

（A）：	賃借権料として年に 35,000 グルデンの銀

貨の支払いで、3 年間で合計 105,000 グル

デンの支払い。
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（B）：	賃借権料として 20,000 グルデンの銀貨の

支 払い。

（A）	第 13 条・（B）第 13 条：注文品（＝誂物）について。

	 （A）・（B）：同内容。

（B）	第 14 条：賃借人の日本からの輸出品の範囲につ

いて。

 （B）のみの条文で、（A）には存在しない。

（B）第 15 条：脇荷貿易として持ち渡りが禁じられて

いる品物について。

 （B）のみの条文で、（A）には存在しない。

（B）	第 16 条：賃借人の日本における残金の政庁勘定

への引き継ぎとその清算について。

 （B）のみの条文で、（A）には存在しない。

（A）	第 14 条・（B）第 17 条：賃借に関する論争時の

解決策について。

（A）	に規定されていた、日本貿易にたずさわる役

人が、賃借には利害関係をもたないとする記事が

（B）では削除されている。

（A）	第 15 条・（B）第 18 条：契約と担保について。

（A）	に比べて（B）がより詳細に規定され、さらに、

日本貿易にたずさわる役人らが、賃借には利害関

係をもたないとする記事が（B）に加えられてい

る。

上記のことより、特に注目される（A）（B）の相違

点として次のことが挙げられる。

〇 A 契約書第 5 条では、本方荷物であるウニコール

（一角）（3）の輸出が、脇荷物として 1 ピコル許されて

いたが、B 契約書第 5 条では、ウニコールに関する記

事が条文から削られた。これは、天保 7 年（1836）以

来、日本側より再三ウニコールの持ち渡りが禁じられ

ていたことを受けてのことと考えられる。（4）

〇 A 契約書第 7 条では、脇荷物の内  は脇荷取引、

は自由処分と規定されていたが、B 契約書第 7 条では、

その割合が条文から削られた。そして、脇荷物は賃借

人によって長崎会所と交渉の上、脇荷取引の品とそれ

以外の取引（会所への販売）の品が決められることに

なった。

これは、日本側からの要求によって決められたこと

と考えられる。1839 年 5 月 14 日付の決議録抜粋には、

今度の賃借人はこの変更〔契約書第 7 条の変更〕

によってカンバン〔脇荷取引〕ではなく、直接の

譲渡でもなく、自己の危険負担で長崎会所に十分

な利益をもって販売し、彼〔賃借人〕が彼自身の

ために相応しいと思うその方法で、国家の〔許可

の〕もとに売り払うが、それは一方ではそうする

ことで〔賃借人を〕自由にすることになり、〔賃

借人より〕より多くの賃借権料を得ることができ

るが、他方では、長崎会所のとった決定と、最近

の長崎の厳しい監視があることから、おそらく、

政庁にとって不都合なことになるかもしれないと

いうことを付け加えておく。（5）

と記している。これは、賃借人が持ち渡った脇荷物の

内、脇荷取引以外の取引の品の販売とそれをめぐって

生じる課題について述べたものと考えられる。脇荷物

の取引は、1838 年までは賃借人持ち渡り品の   が脇

荷取引となり  が自由処分と決められていたが、今回

の規定でその割合はなくなり、賃借人によって自己の

危険負担で会所への販売が増加する可能性があり、政

庁は長崎の情勢より判断して「不都合なこと」を予感

している。なお、B 契約書第 7 条の前半と上記史料よ

り、今までオランダ側にあった脇荷貿易の主導権が日

本側（長崎会所）に移りつつあったとみることができ

よう。また、政庁は、上記史料につづけて、不都合

が生じた際は、「賃借人に責任をおわせることはでき

ない。」と述べており、第 7 条後半の条文と同様、政

庁は賃借人を終始保護する姿勢を示しているといえよ

う。

〇 A 契約書第 12 条では、賃借権料が 35,000 グルデン

であったが、B 契約書第 12 条では、20,000 グルデン

に減額されている。これは、賃借人が、天保 8 年（1837）
度の日本での取引で、12,933.05 グルデンの損失を出

したことにより、政庁が賃借権料を規定の 35,000 グ

ルデンから 20,000 グルデンに減額したことを受けて

のことと考えられる。（6）

〇 B 契約書第 14 条～第 16 条は A 契約書にはなく、

新たに加えられた条文である。

このうち、B 契約書第 15 条は「日本政府がこのこ

とに関して変更しない限りである。」とあることより、

この条文が日本側の輸入禁止を受けて規定されたもの

と推測される。

また、B 契約書第 16 条は、賃借人の政庁に対する

20,000 カンバンテールを上限とする資金投入に関する

規定と考えることができる。

以上、A 契約書に比べて、数点の変更がみられる B
契約書に基づいて、天保 10 年 (1839) に賃借人（リスー

ル）による脇荷貿易がおこなわれたものと考えられる。

以下、第 2 節においては、天保 10 年の脇荷貿易に関

して現存するオランダ側・日本側両史料を提示検討の

上、随時、契約書に照合しながら考察を加えていきた

い。

第 2節　脇荷貿易と脇荷物

天保 10 年（1839）の脇荷貿易に関しては、まず前

年天保 9 年に日本側からオランダ側に発注された阿蘭

陀通詞作成の注文書 De eisch van de kambang goederen 
voor het aanstaande handel jaar 1839.（来たる 1839 年の
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貿易に向けてのカンバン荷物〔脇荷物〕の注文）（7）

を挙げることができる。本史料を拙訳を付して示すと

表 2 のようである。ここにみられるように、日本側は、

ガラス器、磁器、絵画等を注文しているのみで、従来

の注文書にみられる薬品類・皮類・小間物類等が記さ

れていない。後掲（表 3）の天保 10 年に輸入された

脇荷物のリストから推して、この注文書は、日本側に

とって特に要望の強い品物について記したものではな

いかと考えられる。

さて、天保 10 年には、バタヴィアからオランダ船

1 艘エーンドラフト号 Eendragt が長崎港に入津してい

る。この船には、脇荷貿易の賃借人リスールが乗船し

てきた。リスールが持ち渡った輸入品を記す「送り状」

Factuur は未詳であるが、それに代わるものとして彼

が、バタヴィアで日本に商品を持ち渡ることを申告し

ている下記表題をもつ史料を挙げることができる。

Opgave van het factuur, welke door den pachter van 
den kambang handel over het jaar 1839 aan boord van 
het schip Eendragt kapt. Gieseke wenschte te laden.
（1839 年のカンバン貿易〔脇荷貿易〕の賃借人に

よって、ヒーセケ船長のエーンドラフト号に船積

みを希望する送り状の申告書）（8） 
本史料（以下、本節では 'Opgave'「申告書」と略記する）

は、1839 年 6 月 18 日付でバタヴィアにおいて作成さ

れたものであり、賃借人リスールの署名をもつ。なお、

本稿で使用する史料は写し afschrift であり、原本と同

一の写しであることを証明した物産民間倉庫局委員長

の署名をもつ。この申告書には、各脇荷物の商品名・

数量・仕入価額等が記されており、バタヴィアにおけ

る発送前の脇荷物について知ることができる。

契約書第 7 条に従えば、賃借人は、全ての脇荷物を

長崎会所に知らせ、脇荷取引の品と脇荷取引以外の品

とに分ける交渉に入ったものと考えられる。天保 10
年の場合、この時点での史料は未詳であるが、オラン

ダ側から提出された脇荷物のリストを日本側（阿蘭陀

通詞）が翻訳したものとして「崎陽齎来目録」八（9）

に所収されている「脇荷物差出」のリスト、および「唐

船紅毛差出控」（10）内天保 10 年の「脇荷物」のリスト

を挙げることができる（以下、本節では両史料を「積

荷目録」と記す）。後掲の表 3 では、本リストの全容

がわかりずらくなっているため、以下に「崎陽齎来目

録」八所収の「脇荷物差出」のリストを紹介しておき

たい。

　　　脇荷物差出

一、硝子器　　　　　二十箱

一、焼物　　　　　　十五蔵
（篭	）カ

ト三箱

一、サフラン　　　　四箱

一、目鑑類　　　　　一箱

表 2　天保 10 年（1839）向け脇荷物の注文
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一、時計并小間物類　五箱

一、水牛角　　　　　九百六十本程

一、金唐皮　　　　　十三箱ト一丸

一、印度皮　　　　　十丸

一、黒檀　　　　　　一万二千六百ホント

一、藤　　　　　　　十二万八千七百ホント

一、薬種類　　　　　二十八箱

　　　〆

なお、上掲のリストが、賃借人が長崎会所に知らせ

た全ての脇荷物としてのリストの翻訳か、それとも脇

荷取引の品のみのリストの翻訳かは未詳である。

天保 10 年作成の脇荷貿易関係の主な数量史料とし

ては、上記のオランダ側史料である 'Opgave'「申告書」

と、日本側史料である「積荷目録」が現状で確認でき

る程度であり、両史料を突き合わせて一覧表にすると

表 3 のようになる。

表 3　天保 10 年（1839）オランダ船脇荷物
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表 3 においては次のことを注記事項として掲げてお

く。

・	本表では、各商品の品目は 'Opgave'「申告書」に記

されている順に並べた。 
・	オランダ側商品名各単語の表記については、その頭

文字は、地名は大文字とし、その他は小文字で記した。

・	オランダ側商品名で用いられている id.、〃（＝同）

は、それに相当する単語を記した。

・	数字は基本的に算用数字で記した。

表 3 作成によって注目される点として次のことを挙

げておきたい。

〇まず、'Opgave'「申告書」・「積荷目録」共にリスト

が大変簡略な記事になっていることである。バタヴィ

アで作成された 'Opgave' は、恐らく仕入額を政庁に知

らせることを主眼にした「申告書」であったことより、

商品名が簡略に記されているのであろう。また、「積

荷目録」すなわち阿蘭陀通詞作成の「脇荷物差出」も「薬

種類」・「硝子器」・「小間物類」などとまとめて訳して

いる品目があり、商品リストとしては実質を欠いたも

のとなっている。このような傾向は、当時オランダ側

が日本側に提出した積荷リスト（提出送り状）、およ

びそれを翻訳した日本側リスト（積荷目録）全般にい

えることである。(11)19 世紀も中期をむかえるに従っ

て、輸入品も定例化してきており、従来よりおこなわ

れていたオランダ側からの積荷リストの提出とその翻

訳は形式化し、それによって内容も簡略化されたもの

となっていったのである。しかし、当然詳細な品目リ

ストはオランダ側にも日本側にも存在していたと思わ

れる。

〇なお、ここで注意しなければならないことは、

'Opgave'「申告書」に記された全ての商品とその数量

が脇荷取引されたわけではなかったことである。契約

書第 7 条に「会所がどの商品がカンバン〔脇荷取引〕

で販売され、どの商品が合意価格でカンバン〔脇荷取

引〕以外で長崎会所に譲られるかを決めるため交渉に

入らなければならない。」とあることより、'Opgave'「申

告書」には、脇荷取引の品とそれ以外の品が記されて

いたわけである。また、先述のように「積荷目録」が

全ての脇荷物としてのリストの翻訳か、脇荷取引のみ

の品のリストの翻訳かは未詳である。

〇 'Opgave'「申告書」・「積荷目録」両史料共に、上述

のように大変簡略で、'medicijn'、'diverse glaswerk'、「薬

種類」、「硝子器」など集合的に脇荷物を記しているた

め、表 3 の段階では脇荷取引の品とそれ以外の品を

明確に分けることは困難である。そのような中で、  
boeken（書籍）は脇荷取引以外の品であったと考えら

れる。(12)

〇天保 7 年（1836）から同 9 年（1838）までオランダ

側リストに記されていた eenhoorn（ウニコール）の記

事が 'Opgave'「申告書」からなくなっていることは特

筆されよう。これは、前節で考察したように 1839 年

度用の契約書第 5 条でそれ以前の契約書にあったウニ

コールに関する記事が条文から削られたことによるも

のであろう。

〇天保 10 年の脇荷物の種類は、基本的に従来と変わ

りはなく、薬種類、硝子器・陶磁器などの食器類、皮

革・時計等々、雑貨・小間物類、さらに染織類・書籍

類などからなっている。

〇表 3 に記したように、天保 10 年の脇荷物の仕入総

額は、44,738.66 グルデンであった。これは、契約書

第 4 条の「カンバン貿易のための資金は、（中略）そ

の年の送り状の仕入値で、合計 50,000 グルデン以上

になってはならない」に従ってのことである。

次に、1839 年度の契約書第 16 条をめぐっては、翌

1840 年 3 月 25 日付の物産民間倉庫局長より出島のオ

ランダ商館長に宛てた次の報告によって、その実態を

知ることができる。

私〔物産民間倉庫局長〕は、閣下〔商館長〕に次

の事をお伝えします。すなわち、政庁の 3 月 9 日

付決議ナンバー 11 にもとづいて、次の事が承認

されました。カンバン賃借人と結ばれた契約の

第 16 条に規定されている 20,000 カンバンテール

よりも 3,546.97 カンバンテール多く、閣下〔商館

長〕によってカンバン賃借人から政庁のカンバン

資金で受け取られました。そして、5〔カンバン〕

テール＝ 8 グルデンの定められた相場で国庫から

支払われましたが、結果として、〔20,000 カンバ

ンテール＝ 32,000 グルデンの他に〕合計 5,675.15
グルデン多くバタヴィアで賃借人に返済されまし

た。(13)

契約書第 16 条の規定では、賃借人の政庁勘定への資

金投入は 20,000 カンバンテールが上限とされていた

が、賃借人によって 3,546.97 カンバンテール多く出

島で資金投入がおこなわれ（23,546.97 カンバンテー

ルの資金投入）、その結果、賃借人はバタヴィアで

5,675.15 グルデン（3,546.97 カンバンテール ×1.6 ＝

5,675.152 グルデン）多く受け取っている（37,675.15
グルデンの受け取り）。これは、契約書第 16 条に違反

している行為ではあるが、政庁によって承認されてい

ることより、如何に賃借人が政庁によって優遇されて

いたか読み取ることができよう。

第 2章　天保 11 年（1840）の脇荷貿易

第 1節　脇荷貿易に関する契約書

第 1 章で考察したように、天保 10 年（1839）の脇

荷貿易は、1838 年 4 月 8 日に結ばれた契約書に基づ
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いて賃借人リスールによっておこなわれた。翌天保

11 年（1840）の脇荷貿易に関しては、1839 年 6 月 15
日にあらためて賃借人リスールと政庁の一部局である

物産民間倉庫局長との間で契約が結ばれた。（14）本契

約書は、同日付の決議録抜粋に、

日本のカンバン貿易の賃借人 C. リスールと現在

結ばれている契約を、1840 年から 1842 年の間

の 2 年間更新することが認められるが、それは、

1838 年 4 月 8 日ナンバー 7 の決議により決めら

れた本年 1839 年に向けてと同じ条件でのことで

ある。（15）

と述べられているように、前回の契約書を踏襲して結

ばれたものであることがわかる。しかし、全てにわたっ

て同じではなく、以下の点で変更が見られた。

〇第 1 条：前回、契約期間が「1839 年から 1840 年ま

で」（1839 年度）とされていたところが、「1840 年か

ら 1842 年まで」（1840 年度・1841 年度）と変更された。

すなわち、上掲史料で述べているように、今回の契約

は、1840 年度・1841 年度の 2 年間の更新とされたも

のであった。

〇第 12 条：前回、賃借権料として「政庁に 1840 年

5 月 31 日、もしくは遅くともその日〔1840 年 5 月

31 日〕より前に、合計 20,000 グルデンの銀貨が支払

われ」とされていたところが、「政庁に 1841 年 5 月

31 日、および、1842 年 5 月 31 日に、〔年に〕合計

17,000 グルデンの銀貨が支払われ」と変更された。す

なわち、今回の契約では賃借権料が減額されたわけで

ある。これは、天保 9 年（1838）の脇荷貿易の損失額

が 16,471.54 グルデンであり、前年天保 8 年度（損失

額 12,933.05 グルデン）よりもその額が増したことに

より、契約で 35,000 グルデンと規定されていた賃借

権料が 17,000 グルデンに減額されたことを受けての

ことと考えられる。（16）この額は、上掲の決議録抜粋

内のリスールの報告に関する文面の中で、

賃借権料として、年に合計 17,000 グルデンだけ

を支払う必要があるが、その金額は、政庁により、

日本での様々な職員や船長に補償金として支払わ

れる額であること。（17）

と記している。すなわち、ここで払われる予定の賃借

権料は天保 5 年 (1834) 以前に脇荷貿易をおこなって

いた商館長等への補償金に宛てられる金額とみること

ができる。（18）

〇第 15 条：脇荷貿易品として輸入が禁じられてい

る品物の中に eenhoorn（ウニコール）と Chinesche 
medicijnen（漢字薬種）が加えられた。この内、ウニコー

ルに関しては、天保 7 年（1836）以来再三にわたる日

本側からの持ち渡り禁止を受けてのことであった。（19）

以上、前回の契約に比べて数点の変更がみられた契

約書に基づいて、天保 11 年 (1840) に賃借人による脇

荷貿易がおこなわれることになった。しかし、1840
年 4 月 10 日付の決議録抜粋より、賃借人に変更が生

じたことがわかる。

1839 年 6 月 26 日第 1 号の決議で承認された、日

本でのカンバン貿易の経営に関するリスールとの

現在の契約は、そこに書かれた同じ条件で、現在

の賃借人リスールの保証をもって良しとし、バタ

ヴィアの E. ビッケルの名義に書き換えることが

認められる。（20）

ここに記されているように、上記の契約のまま賃借人

がリスールからビッケル E. Bicker に変更されること

になった。この変更の原因は、リスールが前年度に、

日本から輸出が禁じられていた小判を持ち出そうとし

たことが発覚し、「日本政府」よりリスールの再渡航

が禁じられたことによるものであった。（21）

以下、第 2 節においては、天保 11 年の脇荷貿易に

関して現存するオランダ側・日本側両史料を提示検討

の上考察していきたい。

第 2節　脇荷貿易と脇荷物

天保 11 年（1840）の脇荷貿易に関しては、まず

前年天保 10 年に日本側からオランダ側に発注され

た阿蘭陀通詞作成の注文書 De eisch van de kambang 
goederen voor het aanstaande handel jaar 1840.（来たる

1840 年の貿易に向けてのカンバン荷物〔脇荷物〕の

注文）（22）を挙げることができる。本史料を拙訳を付

して示すと表 4のようである。ここにみられるように、

日本側は、小間物類、皮類、ガラス器、磁器、絵画等

を注文しているのみで、従来の注文書にみられる薬品

類が記されていない。後掲（表 5）の天保 11 年に輸

入された脇荷物のリストから推して、この注文書は、

前年と同様日本側にとって特に要望の強い品物につい

て記したものと考えられる。

さて、天保 11 年には、バタヴィアからオランダ船

1 艘コルネリア・ヘンリエッテ号 Cornelia Henriette が

長崎港に入津している。この船には、脇荷貿易の賃借

人としてビッケルが乗船してきた。ビッケルが持ち

渡った輸入品を記す「送り状」Factuur は未詳であるが、

それに代わるものとして彼が、バタヴィアで日本に持

ち渡る商品を記した下記表題をもつ史料を挙げること

ができる。

Staat van goederen welke den Pachter der Kambang 
handel op Japan voor den jare 1840 mede neemt.
（1840 年の日本でのカンバン貿易〔脇荷貿易〕の

賃借人が持って行く品物のリスト）（23）

本史料（以下、本節では 'Staat' と略記する）は、1840
年 6 月 24 日付でバタヴィアにおいて作成されたもの
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であり、賃借人であるビッケルの署名と物産民間倉庫

局長の確認 (Gezien）の署名をもつ。このリストには、

各脇荷物の商品名・数量・仕入価額等が記されており、

バタヴィアにおける発送前の脇荷物について知ること

ができる。

第 1 章同様、契約書第 7 条に従えば、賃借人は、全

ての脇荷物を長崎会所に知らせ、脇荷取引の品と脇荷

取引以外の品とに分ける交渉に入ったものと考えられ

る。天保 11 年の場合、前年度同様、この時点での史

料は未詳であるが、オランダ側から提出された脇荷物

のリストを日本側（阿蘭陀通詞）が翻訳したものとし

て「崎陽齎来目録」九（24）に所収されている「脇荷物

差出し」のリスト、および「唐船紅毛差出控」（25）内

天保 11 年の「脇荷」のリストを挙げることができる

（以下、本節では両史料を「積荷目録」と記す）。後掲

の表 5 では、本リストの全容がわかりずらくなってい

るため、以下に「崎陽齎来目録」九所収の「脇荷物差

出し」を紹介しておきたい。

　　　脇荷物差出し

一、硝子器　　　　　　拾四箱

一、鼻目鏡類入合　　　壱箱

一、	ア
(ヱ	)カ

イスランスモス　六箱

一、キナキナ　　　　　四箱

一、アラヒヤゴム　　　六箱

一、マグ子シヤ　　　　壱箱

一、オクリカンキリ　　壱箱

一、蠻名薬種入合　　　八箱

一、小間物類　　　　　弐箱

一、時計類　　　　　　壱箱

一、金唐皮　　　　　　五箱

一、焼物類　　　　　　弐拾六籠

一、革類　　　　　　　五拾包

一、サホン　　　　　　百九拾八箱

一、カヤフーテ油　　　七箱

一、藤　　　　　　　　拾四万四千六百斤余

一、水牛角　　　　　　三千七百斤ヨ 
一、	白氈

(檀	)カ

　　　　　　　弐万八百斤ヨ 
一、赤檀　　　　　　　七万八百斤ヨ

一、黒檀　　　　　　　壱万三千四百斤ヨ

　　　〆 
なお、前年度同様、上掲のリストが、賃借人が長崎

会所に知らせた全ての脇荷物としてのリストの翻訳

表 4　天保 11 年（1840）向け脇荷物の注文
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か、それとも脇荷取引の品のみのリストの翻訳かは未

詳である。

天保 11 年作成の脇荷貿易関係の主な数量史料とし

ては、上記のオランダ側史料である 'Staat' と、日本側

史料である「積荷目録」が現状で確認できる程度であ

り、両史料を突き合わせて一覧表にすると表 5 のよう

になる。

表 5 においては次のことを注記事項として掲げてお

く。

・本表では、各商品の品目は 'Staat' に記されている順

に並べた。 

・オランダ側商品名各単語の表記について、その頭文

字は、地名は大文字とし、その他は小文字で記した。

・オランダ側商品名で用いられている〃（＝同）は、

それに相当する単語を記した。

・数字は基本的に算用数字で記した。

表 5 作成によって注目される点として次のことを挙

げておきたい。

〇まず、'Staat'・「積荷目録」共にリストが大変簡略な

記事になっていることであるが、これは前年度同様で

ある。'Staat' は恐らく仕入額を政庁に知らせることを

主眼に作成されたものだからであろう。また、「積荷

表 5　天保 11 年（1840）オランダ船脇荷物
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目録」が簡略に記されているのは、19 世紀も中期を

むかえるに従って、輸入品も定例化してきており、従

来よりおこなわれていたオランダ側からの積荷リスト

の提出とその翻訳は形式化し、それによって内容も簡

略化されたものとなっていったからであろう。

〇 'Staat' に記された全ての商品とその数量が脇荷取

引されたわけではなかったことも前年度同様である。

従来の脇荷貿易から推測して⑨ boeken（書籍類）・

huis voorstellende het geregts hof te Parijs（パリの裁判所

を再現した家）（26）は、脇荷取引以外の品であったと

考えられる。

なお、① gedrukte katoenen（形付木綿）・② roode 
gedrukte katoenen（赤色形付木綿）については「おわ

りに」で考察する。。

〇天保 11 年の脇荷物の種類は、基本的に従来と変わ

りはなく、薬種類、硝子器・陶磁器などの食器類、皮

革・時計等々、雑貨・小間物類、さらに染織類・書籍

類などからなっている。

〇表 5 に記したように、天保 11 年の脇荷物の仕入総

額は、50,232.00 グルデンであった。これは、契約書

第 4 条の「カンバン貿易のための資金は、（中略）そ

の年の送り状の仕入値で、合計 50,000 グルデン以

上になってはならない」に反している。この点につ

いては後考を俟たざるをえないが、'Staat' 作成後に

Fatuur（送り状）が作成されたと考えられることより、

Factuur の段階で合計 50,000 グルデン以下にされた可

能性はあるであろう。（27）

第 3章　天保 13 年（1842）の脇荷貿易

天保 12 年（1841）は、オランダ船の来航はなかっ

た。実際は、賃借人ビッケルを載せたミッデルブルフ

号 Middelburg が、7 月 10 日に日本に向けてバタヴィ

アを出航したが、台湾海峡において台風に襲われ、行

き先を長崎からマカオに変更した。マカオでは積荷を

売り、船を修理して 12 月 17 日にバタヴィアへ帰り

着いている。（28）なお、翌年 1842 年 5 月 1 日付の決議

録抜粋により、ビッケルに対しての 1841 年度の賃借

権料については免除されたことがわかる。（29）さらに、

同史料には、

彼〔ビッケル〕は日本のカンバン資金に、ミッデ

ルブルフ号が出島にその年〔1841 年〕に着いて

いたとすれば、本来 1841 年に投入するはずであっ

た合計 20,000〔カンバン〕テールを投入すること

が認められる。〔それは、〕資金の投入は通常通り、

バタヴィアで彼〔ビッケル〕によって、5〔カン

バン〕テール＝ 8 グルデンの基準で上述の合計額

が政庁で精算される〔条件である〕。

とあるように、脇荷貿易がおこなわれなくても資金投

入が認められていたことがわかり、ここにおいても政

庁の賃借人に対する優遇措置がみてとれる。

つづく天保 13 年（1842）・同 14 年（1843）の脇

荷貿易に関する契約については、1841 年 4 月 6 日の

決議録抜粋より知ることができる。（30）すなわち、政

庁によって賃借人ビッケルの脇荷貿易は「1842 年・

1843 年という 2 年間延期するという」契約が正式に

認可された。（31）そして、第 13 条に次のことが書き加

えられ、第 16 条は廃止されることになった。

政庁は、その〔政庁の〕カンバン資金に、より多

く必要とする時は、その分を賃借人〔の資金〕か

ら受け取り、政庁は、そのカンバン銀をバタヴィ

アで 5〔カンバン〕テール＝ 8グルデンの相場で〔賃

借人に〕清算されることを約束する。

すなわち、第 16 条で規定されていた賃借人の政庁勘

定への資金投入が 第 13 条に引き継がれているわけで

あるが、20,000 カンバンテールという上限が削除され

ていることがわかる。

本章では、まず上記の変更点を含めて結ばれた契約

に基づいておこなわれた天保 13 年（1842）の脇荷貿

易について考察する。

天保 13 年（1842）の脇荷貿易に関しては、まず

前々年の天保 11 年に日本側からオランダ側に発注さ

れた阿蘭陀通詞作成の注文書 De eisch van de kambang 
goederen voor het aanstaande handel jaar 1841.（来たる

1841 年の貿易に向けてのカンバン荷物〔脇荷物〕の

注文）（32）を挙げることができる。本史料を拙訳を付

して示すと表 6 のようである。ここでの注文も、天保

10・11 年度に向けての注文と同様、日本側にとって特

に要望の強い品物について記したものと考えられる。

さて、天保 13 年には、バタヴィアからオランダ船

2 艘ヨハネス・マリヌス号 Johannes Marinus とアンボ

イナ号 Amboina が長崎港に入津している。この内、

アンボイナ号に脇荷貿易の賃借人としてビッケルが乗

船してきた。（33）ビッケルが持ち渡った輸入品を記す

「送り状」Factuur は未詳であるが、それに代わるもの

として彼が、バタヴィアで日本に持ち渡る商品を記し

た下記表題をもつ史料を挙げることができる。

Staat van door den Pachter der Kambang handel op 
Japan mede te nemene goederen voor den jare 1842.
（1842 年に日本でのカンバン貿易〔脇荷貿易〕の

賃借人によって持って行かれる品物のリスト）（34）

本史料（以下、本章では 'Staat' と略記する）は、1842
年 6 月 2 日付でバタヴィアにおいて作成されたもので

あり、賃借人であるビッケルの署名をもつ。なお、本

稿で使用する史料は写し afschrift であり、原本と同一

の写しであることを証明した物産民間倉庫局委員長の
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署名をもつ。このリストには、各脇荷物の商品名・数

量・仕入価額等が記されており、バタヴィアにおける

発送前の脇荷物について知ることができる。

第 1 章・第 2 章同様、契約書第 7 条に従えば、賃借

人は、全ての脇荷物を長崎会所に知らせ、脇荷取引の

品と脇荷取引以外の品とに分ける交渉に入ったものと

考えられる。天保 13 年の場合、天保 10・11 年度同様、

この時点での史料は未詳であるが、オランダ側から提

出された脇荷物のリストを日本側（阿蘭陀通詞）が翻

訳したものとして「崎陽齎来目録」十一（35）に所収さ

れている「脇荷物差出」のリストを挙げることができ

る（以下、本章では「積荷目録」と記す）。後掲の表

7 では、本リストの全容がわかりずらくなっているた

め、以下にこのリストを紹介しておきたい。

　　　脇荷物差出

一、硝子器　　　　　　四十七箱

一、焼物類　　　　　　拾四箱ト二十二篭

一、細物類　　　　　　二十箱

一、金唐皮　　　　　　二箱

一、サフラン　　　　　七箱

一、エイスランスモス　六箱

一、	マダ
（グ	）カ

子シヤ　　　　二箱

一、オクリカンキリ　　二箱

一、痰切　　　　　　　四箱

表 6　天保 12 年（1841）向け脇荷物の注文
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表 7　天保 13 年（1842）オランダ船脇荷物
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一、アラヒヤコム　　　三箱

一、薬種類　　　　　　十二箱

一、黒檀　　　　　　　壱万四千斤

一、藤　　　　　　　　拾四万斤

なお、天保 10・11 年度同様、上掲のリストが、賃

借人が長崎会所に知らせた全ての脇荷物としてのリス

トの翻訳か、それとも脇荷取引の品のみのリストの翻

訳かは未詳である。

天保 13 年作成の脇荷貿易関係の主な数量史料とし

ては、上記のオランダ側史料である 'Staat' と、日本側

史料である「積荷目録」が現状で確認できる程度であ

り、この 2 点の史料を突き合わせて一覧表にすると表

7 のようになる。

表 7 においては次のことを注記事項として掲げてお

く。

・本表では、各商品の品目は 'Staat' に記されている順

に並べた。 
・オランダ側商品名各単語の表記について、その頭文

字は、地名は大文字とし、その他は小文字で記した。

・オランダ側商品名で用いられている〃（＝同）は、

それに相当する単語を記した。

・数字は基本的に算用数字で記した。

表 7 作成によって注目される点として次のことを挙

げておきたい。

〇まず、'Staat'・「積荷目録」共にリストが大変簡略な

記事になっていることであるが、これは天保 10・11 年

度同様である。'Staat' は恐らく仕入額を政庁に知らせる

ことを主眼に作成されたものだからであろう。また、「積

荷目録」が簡略に記されているのは、19 世紀も中期を

むかえるに従って、輸入品も定例化してきており、従

来よりおこなわれていたオランダ側からの積荷リスト

の提出とその翻訳は形式化し、それによって内容も簡

略化されたものとなっていったからであろう。

〇 'Staat' に記された全ての商品とその数量が脇荷取引

されたわけではなかったことも天保 10・11 年度同様

である。従来の脇荷貿易の取引から推測して、③⑳

boeken（書籍類）や geweren（ゲベール銃）は、脇

荷取引以外の品であったと考えられる。なお、⑭⑯

ginghams（ギンガム、〔綿織物〕）・⑮ chits（更紗）・⑰

gestr: ginghams（縞柄のギンガム）については「おわ

りに」で考察する。

〇天保 13 年の脇荷物の種類は、基本的に従来と変わ

りはなく、薬種類、硝子器・陶磁器などの食器類、皮

革・時計等々、雑貨・小間物類、さらに染織類・書籍

類などからなっている。また、従来誂物として持ち渡

られていたゲベール銃が含まれていたことは特筆され

よう。（36）

〇表 7 に記したように、天保 13 年の脇荷物の仕入総

額は、39,323.00[39,322.00] グルデンであった。これは、

契約書第 4 条の「カンバン貿易のための資金は、（中略）

その年の送り状の仕入値で、合計 50,000 グルデン以

上になってはならない」に従ってのことである。

第 4章　天保 14 年（1843）の脇荷貿易

本章では、天保 14 年（1843）の脇荷貿易について考

察する。前章で考察したように、天保 14 年の脇荷貿易

は前年度同様の契約に基づいていたと考えられる。

天保 14 年の脇荷貿易に関しては、まず前年の天保

13 年に日本側からオランダ側に発注された阿蘭陀通

詞作成の注文書 De eisch van de kambang goederen voor 
het aanstaande handel jaar 1843.（来たる 1843 年の貿易

に向けてのカンバン荷物〔脇荷物〕の注文）（37）を挙

げることができる。本史料を拙訳を付して示すと表 8
のようである。この注文書も、前年度までと同様日本

側にとって特に要望の強い品物について記したものと

考えられる。

さて、天保 14 年には、バタヴィアからオランダ船

1 艘アンナ・エン・エリーサ号 Anna en Elisa が長崎港

に入津している。この船には脇荷貿易の賃借人として

ビッケルが乗船してきた。ビッケルが持ち渡った輸

入品を記す「送り状」Factuur および 'Opgave' や 'Staat'
類は残念ながら未詳である。

第 1 章～第 3 章同様、契約書第 7 条に従えば、賃借

人は、全ての脇荷物を長崎会所に知らせ、脇荷取引の

品と脇荷取引以外の品とに分ける交渉に入ったものと

考えられる。天保 14 年の場合、前年度同様、この時

点での史料は未詳であるが、オランダ側から提出され

た脇荷物のリストを日本側（阿蘭陀通詞）が翻訳した

ものとして「唐船紅毛差出控」（38）内の天保 14 年の「脇

荷」リスト、および「雑記」（39）内の天保 14 年の「脇

荷物差出し」リストを挙げることができる（以下、本

章では両史料を「積荷目録」と記す）。両史料を一覧

表にして示すと表 9 のようであるが、両史料共に写し

であり、商品項目数と数量に若干の相違がみられる。

なお、前年度同様、表 9 のリストが、賃借人が長崎

会所に知らせた全ての脇荷物としてのリストの翻訳

か、それとも脇荷取引の品のみのリストの翻訳かは未

詳である。

脇荷取引は、本方取引と違いオランダ人が持ち渡っ

た商品（脇荷物）を長崎会所において日本商人が直接

入札する取引であるが、(40) 天保 14 年の脇荷取引の結

果を記した日本側史料として「落札帳」(41) を挙げる

ことができる。本史料には取引商品名と数量ならびに

落札価格と落札商人名を記録しており、天保 14 年の

脇荷取引の実態をみるのに最も詳細な現存史料といえ

る。したがって、本稿では、本史料によって得られた
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表 8　天保 14 年（1843）向け脇荷物の注文

表 9　天保 14 年（1843）脇荷物の積荷目録
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表 10　天保 14 年（1843）オランダ船脇荷物の取引
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結果を作表し提示しておきたい（表 10）。
表 9・10 を照合することにより表 9 の「積荷目録」

に記された「硝子器」「焼もの類」「時計類」「敷もの」

「薬種類」「薬種るい并小間物入合せ」などの具体的日

本側商品名を確認できる。また、脇荷取引以外の取引

の品々については未詳であるが、表 9・10 をみる限り、

天保 14 年の脇荷物の種類は、基本的に従来と変わり

はなく、薬種類、硝子器・陶磁器などの食器類、時計

など、雑貨・小間物類、さらに染織類などからなって

いる。

なお、表 10 に示した「品代り荷物」については「お

わりに」で考察していきたい。

おわりに

以上、本稿においては、天保 10 年 (1839) ～同 14
年 (1843) の賃借人による脇荷貿易について、現存す

るオランダ側・日本側両史料を検討し、その実態を考

察した。

オランダ船の来航がなかった天保 12 年を除いて、

天保 10・11・13・14 年の脇荷貿易は、それぞれ賃借

人とバタヴィア政庁との間で結ばれた契約書に原則と

して基づいておこなわれていたと考えられる。しかし、

天保 11 年の場合は、賃借人がバタヴィアで日本に持

ち渡る商品を記した 'Staat' 段階では脇荷物の仕入総額

が 50,000 グルデンを超えており、契約書第 4 条に反

していた。脇荷物の種類については、従来と変わりは

なく、薬種類、硝子器・陶磁器などの食器類、皮革・

時計等々、雑貨・小間物類、さらに染織類・書籍類な

どからなっていた。また、天保 13 年には、従来誂物

となっていたゲベール銃が持ち渡られていたことは特

筆されるであろう。

さらに、1839 年度用の契約書から加えられた賃借

人の政庁勘定への資金投入の条項（第 16 条）は注目

に値する。1839 年度段階では上限が 20,000 カンバン

テールと規定されていたが、当初からこの上限は守ら

れず超過して投入されていた（23,546.97 カンバンテー

ルの資金投入）。そのためか 1842 年度用の契約書では

上限がはずされ、「政庁は、その〔政庁の〕カンバン

資金に、より多く必要とする時は、その分を賃借人〔の

資金〕から受け取り」と変更され、「政庁は、そのカ

ンバン銀をバタヴィアで 5〔カンバン〕テール＝ 8 グ

ルデンの相場で〔賃借人に〕清算される」（第 13 条）

ことになった。これらのことより政庁が賃借人に優遇

措置を施していたと同時に、お互いに補完しあう密接

な関係にあったことが読み取れよう。

以下、「おわりに」においては、表 10 にみられる「品

代り荷物」の取引について若干考察を加え本稿のむす

びとしたい。

契約書第 7 条に「会所がどの商品がカンバン〔脇荷

取引〕で販売され、どの商品が合意価格でカンバン〔脇

荷取引〕以外で長崎会所に譲られるかをきめるため交

渉に入らなければならない。」と記しているが、表 10
に示した「品代り荷物」は、「合意価格でカンバン〔脇

荷取引〕以外で長崎会所に譲られる」商品群であった

と考えられる。この「品代り荷物」の取引はオランダ

側で ruilinghandel（交換貿易）と呼ばれ、賃借人が持

ち渡った品物を日本側（長崎会所）が銀立てで購入し、

対価となる商品を日本側（長崎会所）が賃借人に渡し

た取引であり、脇荷取引以外の取引であったと考えら

れる。
(42) しかし、「品代り」の取引が脇荷取引以外の

取引の全てであったというわけではない。(43)

鶴見大学図書館所蔵の「〔反物寄〕」類より確認で

きる天保 11 年および同 13 年の脇荷物の取引を一覧

表にするとそれぞれ表 11・12 のようになる。この表

中の取引名にみられる「ワキニ」「脇荷」は脇荷取引

であり、「紅毛船品代り」「紅毛品代り」が「品代り」

の荷物の取引である。表 11 に示した「〔金巾〕」類

は、前掲表 5 の① gedrukte katoenen（形付木綿）1,286
反、② roode gedrukte katoenen（赤色形付木綿）150 反

の中の一部の取引と考えられる。(44) また、表 12 に

示した「〔皿紗〕」類・「〔木綿〕」類は、前掲表 7 の⑭

ginghams（ギンガム、〔綿織物〕）3 箱、⑮ chits（更

紗）3 箱、⑯ ginghams（ギンガム、〔綿織物〕）1 箱、

⑰ gestr: ginghams（縞柄のギンガム）2 箱の中の一部

の取引と考えられる。このように天保 11 年・同 13 年

の例をみるとオランダ側史料に品名があり、日本側史

料（「積荷目録」）に品名が記されていないものが「品

代り」、すなわち脇荷取引以外の取引になっている事

例を多くみることができるが、表 12 の「カフリ〔皿紗〕」

が「ワキニ」取引であることより必ずしもそうとはい

えないことを付け加えておく。

「品代り」は、上記史料に「合意価格でカンバン〔脇

荷取引〕以外で長崎会所に譲られる」とあることより、

本方荷物と同じように長崎会所が賃借人より「直組」

の上で購入し、それを会所が日本商人に入札販売した

ものと考えられる。「品代り」の商品は本方荷物の取

引と同じ番割（長崎会所での 1 年間における入札取引

の順番割）で取引されることが多く、さらに本商人作

成の取引帳簿（「見帳」や「落札帳」など）によって

は、本方荷物の各商品名の右上に朱書きで、長崎会所

がオランダ側より購入した価格（仕入値）が記されて

いることがあるが、「品代り」の商品にも同じように

商品名の右上に朱書きで価格（仕入値）が記されてい

る事例を確認することができる。すなわち、「品代り」

の商品は脇荷物でありながら、日本では本方荷物と同

じ取引手続きのもとで販売されたと考えられる。した
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表 11　天保 11 年（1840）脇荷物の取引（反物類）

表 12　天保 13 年（1842）脇荷物の取引（反物類）
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がって、「品代り」の取引量が増えれば賃借人は長崎

会所の統制を受けることが増えるため、賃借人を守る

立場にある商館長にとっては取引をめぐって問題が生

じる可能性が増加し、先述のように 1839 年 5 月 14 日

付の決議録抜粋で、第 7 条の規定を「政庁にとって不

都合なことになるかもしれない」と述べているのでは

ないだろうか。

賃借人による脇荷貿易について、本稿では天保 10
年 (1839) ～同 14 年 (1843) を考察したが、その後、い

かなる変遷をたどったか、その実態については今後さ

らに多くのオランダ側史料・日本側史料を検討し、事

例を積み重ねていくことにより、明らかになっていく

ものと考えられる。
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(8)  Opgave van het factuur, welke door den pachter van den kambang 

handel over het jaar 1839 aan boord van het schip Eendragt kapt. 

Gieseke wenschte te laden. Ingekomen stukken 1839. [Japan 

Portefeuille No. 37. 1839] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 

11813). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-87-17). 

(9)  「崎陽齎来目録」八（早稲田大学図書館所蔵）。

(10) 「唐船紅毛差出控」（某所所蔵）。所蔵者の希望により本稿

では「某所所蔵」と記しておく。

(11)  例えば、誂物のリストおよびその翻訳リストにおいても、

天保 5 年 (1834) 以降簡略に記す傾向がめだっている（拙著

『日蘭貿易の構造と展開』吉川弘文館、平成 21 年、141 頁

および第 3 部参照）。

(12)  「弘化元年（＝天保十五年）甲辰七月調」を下限とする「唐

紅毛交易大意」（「力石雑記」三十五（北海道大学附属図書

館北方資料室所蔵））には、脇荷物の説明の中で「書籍」

について次のように記している。

一書籍

右書籍之義者、入札拂ニ差出候品ニ無之、都而江戸

御用書籍之分被　仰渡候書籍を以出帆前申達、持

渡之上者代金會所 仕拂申候、其余御奉行所御誂

并御代官私共誂遣し候書籍者御奉行所江相伺、御

免之上誂遣し持渡候へ共、是又伺之上御印濟を以

受取来、右代り物カヒタン申出候通仕拂候義ニ御

座候、其余書籍ハ紅毛人銘 見用之ため持渡候品ニ

御座候

	 すなわち、脇荷物として持ち渡られた「書籍」は、脇荷取

引はされず、本来御用書籍として注文の上、持ち渡られた

ものであり、その他、奉行所や代官等の注文品となり、さ

らにオランダ人の私用のために持ち渡られたものである。

(13)  De Directeur der Producten en Civiele Magazijnen aan 't 

opperhoofd in Japan. Batavia, den 25 Maart 1840.Ingekomen 

stukken 1840. [Japan Portefeuille No. 38. 1840] MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-88-16). 

(14)  Kontrakt onder nadere goedkeuring der Regering gesloten 

tusschen den Directeur der Producten en Civiele Magazijnen 

namens het Gouvernement, en den Heer C. Lissour krachtens 

de autorisatie verleend bij besluit van den 15 Junij 1839 No. 

1. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839]

MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 
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Microfilm: 6998-1-87-17). 

(15)  Extract uit het register der besluiten van den Gouverneur 

Generaal van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 15e. Junij 

1839. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839]

MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-87-17). 

(16)  前掲拙稿「江戸時代後期における賃借人の脇荷貿易に

ついて－天保 8 年 (1837)・同 9 年 (1838) を事例として

－」116 頁参照。Extract uit het register der besluiten van den 

Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 10 

April 1839. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 

1839] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-

Shiryō Microfilm: 6998-1-87-17). 

(17)  註 (15) 参照。

(18)	 拙稿「近世後期における賃借人の脇荷貿易について－天保

7 年 (1836) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 55 号第 4

部、平成 30 年）245 ～ 247 頁参照。

(19)  註 (4) 参照。

(20)  Extract uit het register der besluiten van den Gouverneur 

Generaal van Nederlandsch Indië. Buitenzorg, den 10e. April 

1840. Ingekomen stukken 1840. [Japan Portefeuille No. 38. 1840] 

MS. N.A. Japans Archief, nr. 1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-88-16). 

(21)  同上。Translaat van een schriftelijke bevel van Tagoetsi Kagano 

Kami Sama, door den opperburgemeester Takasima Sirotaju aan 

het opperhoofd voor gelezen en gegeven. Desima. 11. Zugoeats 

1839. Ingekomen stukken 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839] 

MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-87-17). Grandisson aan Tagoetsi Kagano 

Kami, Gouverneur van Nagasaki, Desima, 16 November (11. 

Ziugoats) 1839. Correspondentie 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 

1839] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1460(K.A. 11813). (Tōdai-

Shiryō Microfilm: 6998-1-87-16).

(22)  De eisch van de kambang goederen voor het aanstaande handel 

jaar 1840. Verslag 1839. [Japan Portefeuille No. 37. 1839] MS. 

N.A. Japans Archief, nr. 1460 (K.A. 11813). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-87-18).

(23)  Staat van goederen welke den Pachter der Kambang handel op 

Japan voor den jare 1840 mede neemt. Ingekomen stukken 1840. 

[Japan Portefeuille No. 38. 1840] MS. N.A. Japans Archief, nr. 

1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-88-16).

(24)  「崎陽齎来目録」九（早稲田大学図書館所蔵）。

(25)  註 (10) 参照。

(26)  どのような形状の品物であったかは現状では未詳である。

(27)  天保 6 年や同 9 年の場合は、送り状 Factuur の段階で

50,000 グルデンを超過しており、契約書に違反している事

例はみられる。

(28)  西澤美穂子「アヘン戦争と駐日オランダ商館長ビック」（友

田昌宏編『幕末維新期の日本と世界－外交経験と相互認識

－』吉川弘文館、平成 31 年）27 ～ 33 頁参照。

(29)  Extract uit het register der besluiten van den Vice President 

Waarnemenden Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. 

Buitenzorg, den 1en.  Mei 1842. Ingekomen stukken 1842. [Japan 

Portefeuille No. 40. 1842] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1463 (K.A. 

11816). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-11).

(30)  Extract uit het register der besluiten van den vice President 

Waarnemend Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië. 

Buitenzorg, den 6en.  April 1841. Ingekomen stukken 1841. [Japan 

Portefeuille No. 39. 1841] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1462 (K.A. 

11815). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-1).

(31)  1842 年 5 月 1 日の決議録抜粋（註 (29) 参照）には、「1842

年と 1843 年に関する 1841 年 4 月 6 日の決議に従って〔決

められた〕日本でのカンバン貿易に関する請願者〔ビッケ

ル〕の現在の契約をもって、さらに、1844 年に向けて延長

することの権限を〔ビッケルに〕与える。」とあり、賃借

人ビッケルのもと、1842 年・1843 年の契約は 1844 年にも

踏襲されている。なお、この時の脇荷貿易については、拙

稿「江戸時代後期における出島貿易品の基礎的研究－天保

15 年 (1844) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 54 号第

4 部、平成 29 年）を参照。

(32)  De eisch van de kambang goederen voor het aanstaande handel 

jaar 1841. Verslag 1840.[Japan Portefeuille No. 38. 1840] MS. N.A. 

Japans Archief, nr. 1461 (K.A. 11814). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-88-17).

(33)  Opgegeven Nieuws, Facturen en Monsterrol. 1842. [Japan 

Portefeuille No. 40. 1842] MS. NA. Japans Archief, nr. 1463 

(K.A.11816). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-14). 内の

'Monsterrol'。

(34)  Staat van door den Pachter der Kambang Handel op Japan mede 

te nemene goederen voor den jare 1842. Ingekomen stukken 

1842. [Japan Portefeuille No. 40. 1842] MS. N.A. Japans Archief, 

nr. 1463 (K.A. 11816). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-89-10).

(35)  「崎陽齎来目録」十一（早稲田大学図書館所蔵）。 

(36)  後年の事例であるが、弘化 2 年 (1845) の脇荷物の中に jagt 

geweren gevraagd door twee oppertolken voor eigen gebruik（二

人の大通詞に自分用として求められたヤーゲル銃）が持ち

渡られている。これは、商品名からわかるように脇荷取引

ではなく、阿蘭陀大通詞によって注文されて持ち渡られた

ものである。なお、ヤーゲル銃は、猟銃のこと。狙撃用に

使われた。七条の星形ライフルが施された前装式施条銃。

戯放銃ともいう。（拙稿「幕末期における蘭船脇荷物輸入

の基礎的研究－弘化 2 年 (1845) を事例として－」（『文化財

学雑誌』第 12 号、平成 28 年）14 ～ 15 頁参照）

(37)  De eisch van de kambang goederen voor het aanstaande handel 

jaar 1843. Verslag 1842. [Japan Portefeuille No. 40. 1842] MS. 

N.A. Japans Archief, nr. 1463 (K.A. 11816). (Tōdai-Shiryō 
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Microfilm: 6998-1-89-13).

(38)  註 (10) 参照。

(39)  「雑記」（国文学研究資料館所蔵）。

(40)  本方取引は、オランダ船持ち渡りの商品を長崎会所が「直

組」の上で一括購入し、その後、長崎会所で日本商人が入

札するという取引であった。

(41)  「落札帳」（長崎大学附属図書館経済学部分館所蔵武藤文

庫）。

(42)  註 (4) 参照。

(43)  例えば、註 (12) で述べたように「書籍」は脇荷取引はされ

ず、注文品として取引されている。

(44)  表 11 に示した「〔皿紗〕」類も木綿類であることより、表

5 の① gedrukte katoenen（形付木綿）1,286 反、② roode 

gedrukte katoenen（赤色形付木綿）150 反の中の一部の取引

とも考えられるが、本文では確実性の高い「〔金巾〕」類の

み対象として記した。

［付記 1］

本稿作成にあたっては、東京大学史料編纂所共同研究員イサ

ベル・田中・ファンダーレン氏に数々の御教示を頂きました。

記して深甚なる謝意を表します。

［付記 2］

　本稿は、JSPS 科研費 17K03110 の助成を受けたものです。


